
 

 

男鹿市規則第３号 

 

   政治倫理の確立のための男鹿市長の資産等の公開に関する条例施行規

則等の一部を改正する規則 

 （政治倫理の確立のための男鹿市長の資産等の公開に関する条例施行規則

の一部改正） 

第１条 政治倫理の確立のための男鹿市長の資産等の公開に関する条例施行

規則（平成１７年男鹿市規則第６号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

 （報告書の訂正）  （報告書の訂正） 

第９条 報告書を訂正しようとする場
合には、男鹿市長（次条において
「市長」という。）は、訂正届を作
成し、訂正の箇所にその氏名及び訂
正年月日を記載しなければならな
い。この場合において、削った部分
は、これを読むことができるよう字
体を残さなければならない。 

第９条 報告書を訂正しようとする場
合には、男鹿市長（次条において
「市長」という。）は、訂正届を作
成し、訂正の箇所に認印するととも
に、その氏名及び訂正年月日を記載
しなければならない。この場合にお
いて、削った部分は、これを読むこ
とができるよう字体を残さなければ
ならない。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

 様式第１号から様式第４号までの様式中「㊞」を削る。 

 （男鹿市公印規則の一部改正） 

第２条 男鹿市公印規則（平成１７年規則第９号）の一部を次のように改正

する。 

 様式第２号を次のように改める。 

様式第２号（第４条関係） 

公 印 持 出 簿 

総務課長 班長 担当 持出理由 持出年月日 所属 持出者氏名 返納年月日 担当 

         

 

 様式第４号及び様式第５号中「㊞」を削る。 

 （男鹿市情報公開条例施行規則の一部改正） 

第３条 男鹿市情報公開条例施行規則（平成１７年男鹿市規則第１１号）の

一部を次のように改正する。 

 様式第８号中「印」を削る。 

 （男鹿市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則の一部改正） 



 

 

第４条 男鹿市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則（平成１７年

男鹿市規則第１７号）の一部を次のように改正する。 

 様式第１号中「印」を削る。 

 様式第２号中「㊞」を削る。 

 様式第３号中「印」を削る。 

 様式第４号から様式第８号の様式中「㊞」を削る。 

 様式第９号中「印」を削る。 

 様式第１０号及び様式第１１号中「㊞」を削る。 

 様式第１２号及び様式第１３号中「印」を削る。 

 様式第１４号から様式第１６号の様式中「㊞」を削る。 

 様式第１７号⑴及び様式第１７号⑵中「印」を削る。 

 （育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務

の制限に関する規則の一部改正） 

第５条 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外

勤務の制限に関する規則（平成１７年男鹿市規則第３０号）の一部を次の

ように改正する。 

 様式中「職・氏名              印」を「職・氏名」に改

める。 

 （男鹿市表彰条例施行規則の一部改正） 

第６条 男鹿市表彰条例施行規則（平成１７年男鹿市規則第１７２号）の一

部を次のように改正する。 

 様式第３号及び様式第４号中「男鹿市長」を「男鹿市」に改め、「印」を

削る。 

 （男鹿市職員の退職管理に関する規則の一部改正） 

第７条 男鹿市職員の退職管理に関する規則（平成２８年男鹿市規則第２６

号）の一部を次のように改正する。 

 別記様式中「㊞」及び「平成」を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 


